
日時
2024年５月15日（水曜日）
午前10時

議案
第１号議案
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役（監査等委員である�
取締役を除く。）８名選任の件
第３号議案
監査等委員である取締役４名
選任の件

場所
和歌山市中島184番地の３
株式会社オークワ
教育研修センター
４階大ホール

証券コード：8217

株式会社

第55回

定時株主総会
招 集 ご 通 知

株主総会におけるお土産のご用意はございません。
何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。

パソコン・スマートフォン・タブレット
端末からもご覧いただけます。
https://s.srdb.jp/8217/



ご挨拶

代表取締役社長

大桑 弘嗣

～私たちの目指すもの～

「�変わらぬ想いで�
変わり続けるスーパーマーケット」

1

株主の皆様へ
株主の皆様におかれましては、日ごろよりオークワグループの事業活動にご支援を賜りまし

て、心より厚く御礼を申しあげます。
当社第55回定時株主総会を2024年5月15日（水）に開催いたしますので、ここに招集ご通知

をお届けいたします。
当社は「持続的成長発展につながるオークワブランドを確立し、地域社会へ貢献し続けるリー

ジョナルチェーンを目指す」を中期スローガンに、お客様の生活を支えるライフラインとして、
持続的・安定的な経営の確立と企業価値の向上に取り組んでおります。
地域のお客様に信頼され、愛される店舗を目指し「変わらぬ想いで変わり続けるスーパーマー

ケット」を実現するために、更なる成長に向け、2024年度より新たにスタートする「中期経営
計画」を策定いたしました。新中期経営計画では「蓄積された顧客の購買履歴データ」「従業員
の高いスキル」を最大限に活用し、「店舗戦略」「商品戦略」「マーケティング戦略」の3つの戦略
と「IT戦略推進（DX）」「人的資本価値の最大化」「サステナビリティ経営」等を掲げ、2027年2
月期を最終年度とする新たな目標方針を設定いたしました。
株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援とご理解を賜りますようお願い申しあ

げます。
2024年４月
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証券コード8217
2024年４月26日

（電子提供措置の開始日2024年４月19日）
株 主 各 位

和歌山市中島185番地の３
株式会社
代表取締役社長 大 桑 弘 嗣

第55回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第55回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記のウェブサ

イトに「第55回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

【当社ウェブサイト】

https://www.okuwa.net/ir/stocks/memo.html

また、上記のほか、インターネット上の下記のウェブサイトにも掲載しております。
【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
上記の東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名
（オークワ）または証券コード（8217）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／ＰＲ情
報」を順に選択のうえ、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご
確認くださいますようお願い申しあげます。

なお、当日のご出席に代えて、インターネット等または書面により議決権を行使することがで
きますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討くださいまし
て、後掲の「議決権行使についてのご案内」に従って2024年５月14日（火曜日）午後６時まで
に議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬 具
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記

1. 日 時 2024年５月15日（水曜日）午前10時
2. 場 所 和歌山市中島184番地の３

株式会社オークワ教育研修センター４階大ホール
3. 目的事項
報告事項 1. 第55期（2023年２月21日から2024年２月20日まで）事業報告の内容及

び計算書類の内容報告の件
2. 第55期（2023年２月21日から2024年２月20日まで）連結計算書類の内

容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

（注） 1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願
い申しあげます。

2. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていた
だきます。

３. 本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面
をお送りいたします。
電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、お送りする
書面には記載しておりません。なお、監査等委員会及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を
監査しております。
・事業報告の「会社の新株予約権等に関する事項」「会計監査人の状況」「会社の体制及び方針」「会
社の支配に関する基本方針」

・計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
・連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
・監査報告の「会計監査人の監査報告書」「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書」「監査等委
員会の監査報告書」



議 決 権 行 使 書
株主番号

御中
　○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

1. ○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○

3.

4.

○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○

2.

お　願　い
議決権行使個数 個

○○○○年○月○日

○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
株式会社○○○○

議 案 第１号
議　案

 下の候補（者を除く）第２号議　案
 下の候補（者を除く）

欄
示
表
否
賛 賛

否

賛

否

株式会社オークワ

株式会社オークワ

選任議案について
全 員 賛 成 の 場 合 →賛 に○印
全 員 反 対 の 場 合 →否 に○印
一部候補者に反対の場合 →賛 に○印をし、反対する候補者番号を隣の空欄に記入

こちらに各議案の賛否を
ご記入ください。

議  案 第１号
議　案

 下の候補（者を除く）第２号議　案

欄
示
表
否
賛 賛

否

賛

否

賛

否

議案

賛
否
表
示
欄

賛

否

議案

賛
否
表
示
欄

誤って、賛・否
の両方に○を記
載してしまった
場合は、左記の
ように、どちら
か一方を抹消し
てくださいます
よう、お願いい
たします。

左記の例のよう
に、議決権行使
書用紙の賛否表
示欄の賛・否の
両方に○を記載
してしまった場
合は 無効票 に
なってしまいま
す。

議決権行使についてのご案内

当日ご出席される場合

株主総会開催日時
2024年5月15日（水曜日）

午前10時

 ● 株主総会へ出席

書面による議決権行使 ※通常より郵送に時間を要する可能性がございますので、早めにご投函くださいますよう、
　ご協力お願い申しあげます。

当日ご出席されない場合

2024年5月14日（火曜日）
午後6時到着分まで

行使期限

2024年5月14日（火曜日）
午後6時行使分まで

行使期限

 ● 書面による議決権行使

 ●スマート行使およびインターネット等によるご行使

 ●議決権行使書のご記入方法  ● 議決権行使書用紙を郵送する場合の注意事項について

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表
示のうえ、ご投函ください。
議案に賛否の表示がない場合は、賛成
の意思表示をされたものとしてお取り
扱いいたします。

議決権行使ウェブサイト（https://
www.web54.net）にアクセスしてご
行使ください。
詳細につきましては次頁をご覧ください。

同封の議決権行使書用紙を会場受付へ
ご提出ください。
資源節約のため本招集ご通知をご持参
ください。

～皆様の議決権行使が世界の飢餓と貧困を救う活動につながります～
当社では「スマート行使（はがきでの返送以外の電磁的行為）」により削減される郵送費の一部を「国連WFP」の飢餓と貧困を救う
活動にお役立てさせていただいております。
株主の皆様の議決権行使が、世界の飢餓と貧困を救う活動につながる「スマート行使」を是非ご利用ください。
＜スマート行使による寄付額＞　2023年5月　435,552円

4



議決権行使書

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

機関投資家の皆様へ
　あらかじめ申込みされた場合に限り、株式会社ICJが
運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用い
ただくことができます。

クリック

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン
を

以降画面の案内に従って各議案の賛否をご入力ください。

※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金および通信料金等は株主様のご負担となります。

書面(郵送)およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取
り扱いいたします。
また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

※ インターネット等のご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

議決権行使ウェブサイトへアクセスする① スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする

議決権行使ウェブサイトを開く

※ 
デンソーウェーブの
QRコード®は､株式会社

登録商標です。

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場
合､再度QRコード®を読み取り､同封の議決権行使書用
紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力
いただく必要があります（パソコンから、議決権行使ウェ
ブサイト（https://www.web54.net）へ直接アクセス
して行使いただくことも可能です）。

https://www.web54.net

 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

ログインする

パスワードを入力する

ご不明な点等がございましたら、証券代行ウェブサポート専用ダイヤルへお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル
電話0120-652-031 受付時間 午前９時～午後９時（通話料無料）

スマート行使によるご行使 インターネット等によるご行使

スマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

パスワードを入力

議決権行使コードを
入力

1

2

2

3

1

5
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122.8122.8

1313

1313

26

114.1114.1

■ 中間　■ 期末  　　配当性向

第51期
2020年度

第52期
2021年度

第53期
2022年度

第54期
2023年度

ご参考 1株当たり配当金（円）と配当性向（連結）の推移（%）

第55期
2024年度

30.130.1
74.874.880.380.3

26

1313

1313

26

1313

1313

26

1313

1313

（予定）1313

1313

26

株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題のひとつとして位置づけ、安定配当の維持を基本としな

がら、経営体質の強化と今後の事業展開等を勘案して、以下のとおり期末配当をさせていただきたいと存じま
す。
期末配当に関する事項
１ 配当財産の種類

金銭
２ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその額

当社普通株式１株につき13円、総額570,596,858円
３ 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年５月16日
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
本総会の終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）

７名全員は任期満了となります。つきましては、経営陣の強化を図るため、取締役１名を増員し、取締役８名の
選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 性 別 現在の当社に

おける地位 取締役会出席状況

１ 再 任
おお くわ ひろ つぐ

大桑 弘嗣 （満54歳） 男 性 代表取締役
社長 100％ （14回／14回）

2 再 任
と がわ こう ぞう

東川 浩三 （満61歳） 男 性 取締役 100％ （14回／14回）

3 再 任
たけ だ よう じ

武田 庸司 （満59歳） 男 性 取締役 100％ （14回／14回）

4 再 任
おお くわ いく じ

大桑 堉嗣 （満82歳） 男 性 取締役 100％ （14回／14回）

5 再 任
おお くわ しょう じ

大桑 祥嗣 （満77歳） 男 性 取締役 100％ （14回／14回）

6 再 任
おお くわ けい じ

大桑 啓嗣 （満75歳） 男 性 取締役 100％ （14回／14回）

7 再 任
おお くわ とし お

大桑 俊男 （満72歳） 男 性 取締役 92.9％ （13回／14回）

8 新 任
き だ り え

木田 理恵 （満54歳）
社 外
独 立

女 性 － －

新 任 新任取締役候補者 再 任 再任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者 独 立 証券取引所等の定めに基づく独立役員
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候補者
番 号 1 おお くわ ひろ つぐ

大桑 弘嗣
生年月日 1970年４月23日生
所有する当社株式の数 559,100株

再 任
男 性

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1996年12月 当社入社
2002年８月 当社箕島店ストアマネージャー
2004年２月 当社食品事業部水産シニアバイヤー
2006年２月 当社開発本部次長
2007年９月 当社財務部次長
2010年２月 当社業務改革室ゼネラルマネージャー
2013年１月 当社食品事業部長
2013年２月 当社執行役員食品事業部長

2013年５月 当社取締役執行役員食品事業部長
2014年２月 当社取締役執行役員食品本部長
2016年２月 当社常務取締役執行役員人事総務本部長
2019年２月 当社専務取締役執行役員営業本部長
2020年２月 当社代表取締役副社長兼営業本部長
2021年２月 当社代表取締役社長兼営業本部長
2022年２月 当社代表取締役社長（現任）

重要な兼職の状況
(株)オークフーズ代表取締役会長
日本流通産業(株)代表取締役社長
(株)サンライズ代表取締役会長

取締役候補者とした理由
大桑弘嗣氏は、経営全般にわたる豊富な経験と高度な見識を活かし、取締役就任以降は食品本部長、人事総務本部長、営業本部長を歴
任するなど、経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を期待し、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者
番 号 2 と がわ こう ぞう

東川 浩三
生年月日 1962年８月20日生
所有する当社株式の数 7,100株

再 任
男 性

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1987年４月 住友信託銀行(株)（現三井住友信託銀行(株)）入
社

2012年10月 同行二子玉川コンサルティングオフィス 営業部
長

2015年10月 同行熊本支店長

2017年６月 当社入社管理本部副本部長
2018年２月 当社管理本部長
2018年５月 当社常務取締役執行役員管理本部長兼IR室長
2022年５月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼IR室長（現

任）

取締役候補者とした理由
東川浩三氏は、前職において培った金融、経済全般にわたる高い見識を有し、経理財務、情報管理部門等における業務実績から、当社
の企業価値向上のために適切な人材であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号 3 たけ だ よう じ

武田 庸司
生年月日 1964年９月17日生
所有する当社株式の数 10,100株

再 任
男 性

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1987年３月 当社入社
2011年４月 当社プライスカット業態部長
2012年10月 当社スーパーセンター業態部長
2013年２月 当社大阪・兵庫販売部長
2014年８月 当社大阪・兵庫・奈良販売部長
2015年２月 当社執行役員大阪・兵庫・奈良販売部長
2016年２月 当社執行役員販売本部長兼業務改革室長
2016年５月 当社取締役執行役員販売本部長兼業務改革室長
2019年２月 当社取締役執行役員販売事業部長兼業務改革室長

2019年６月 当社取締役執行役員食品事業部長兼品質管理室長
2020年２月 当社取締役執行役員食品事業部長兼品質管理室長

兼生鮮部長
2021年２月 当社取締役執行役員食品事業部長兼品質管理室長
2022年２月 当社常務取締役執行役員営業本部長兼食品事業部

長
2022年５月 当社取締役常務執行役員営業本部長兼食品事業部

長（現任）

取締役候補者とした理由
武田庸司氏は、当社の店舗経営及び店舗運営における長年の経験と、業態の確立並びに店舗運営改革を執行した行動力で、今後の当社
業績の向上に寄与するとともに、適切な経営判断が行われることを期待し、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者
番 号 4 おお くわ いく じ

大桑 堉嗣
生年月日 1942年３月１日生
所有する当社株式の数 3,060,000株

再 任
男 性

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1964年３月 (有)主婦の店新宮店入社
1969年２月 当社常務取締役
1984年11月 当社取締役副社長
1989年５月 当社代表取締役社長

1998年５月 当社代表取締役会長
2008年５月 当社代表取締役会長兼ＣＥＯ
2020年２月 当社取締役会長
2022年５月 当社取締役（現任）

取締役候補者とした理由
大桑堉嗣氏は、長年にわたり当社の経営に携わっており、その豊富な知見とリーダーシップにより当社の企業価値の向上とガバナンス
強化に寄与することができると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者
番 号 5 おお くわ しょう じ

大桑 祥嗣
生年月日 1946年12月６日生
所有する当社株式の数 208,900株

再 任
男 性

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1969年２月 当社監査役
1974年５月 当社取締役
1987年５月 当社専務取締役南紀販売事業部長

1998年５月 当社取締役副会長
2003年２月 当社取締役（現任）

取締役候補者とした理由
大桑祥嗣氏は、経営全般にわたる高い見識が当社の経営に活かされることを期待し、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号 6 おお くわ けい じ

大桑 啓嗣
生年月日 1949年２月18日生
所有する当社株式の数 1,219,100株

再 任
男 性

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1971年３月 当社入社
1980年５月 当社取締役
1987年５月 当社専務取締役
1992年２月 当社取締役副社長

1998年５月 当社代表取締役社長
2008年５月 当社取締役副会長
2011年５月 当社取締役（現任）

重要な兼職の状況
(株)オー・エンターテイメント代表取締役会長

取締役候補者とした理由
大桑啓嗣氏は、1998年から当社代表取締役社長を務めるなど、当社並びに当社グループ会社での企業経営者としての豊富な経験と高
い見識が当社の経営に活かされることができると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者
番 号 7 おお くわ とし お

大桑 俊男
生年月日 1951年６月10日生
所有する当社株式の数 1,213,000株

再 任
男 性

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1976年２月 当社入社
1980年５月 当社取締役サンレディ事業部長
1984年２月 当社取締役専門店事業部長
1986年７月 当社取締役専門店事業本部長
1991年２月 当社取締役退任
1994年５月 当社取締役
2012年10月 当社取締役会長補佐（グループ経営改革管掌）
2013年11月 当社取締役執行役員会長補佐人事総務本部長（グ

ループ経営改革管掌）

2014年５月 当社取締役副会長執行役員人事総務本部長兼開発
本部長

2015年２月 当社取締役副会長執行役員人事総務本部長
2015年５月 当社取締役副会長執行役員人事総務本部長兼経営

戦略室長
2016年２月 当社取締役副会長執行役員経営戦略室長
2019年２月 当社取締役（現任）

重要な兼職の状況
(株)パーティハウス代表取締役会長

取締役候補者とした理由
大桑俊男氏は、当社での企業経営者としての豊富な経験と高い見識が当社の経営に活かされることができると判断し、引き続き取締役
候補者といたしました。
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候補者
番 号 8 き だ り え

木田 理恵
生年月日 1969年５月27日生
所有する当社株式の数 0株

新 任
女 性
社 外
独 立

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1989年４月 (株)ルイ・ジタン入社
1991年４月 (株)レスコフォーメイション入社
2000年10月 (株)イデイ入社
2003年４月 (株)ハー・ストーリィ入社
2005年４月 同社 チーフプロデューサーに就任
2009年11月 (株)レスコフォーメイション入社 常務取締役に

就任

2010年８月 同社内に「女ゴコロマーケティング研究所」創設
所長に就任

2013年４月 (株)女ゴコロマーケティング研究所設立 代表取
締役に就任（現任）

2020年６月 グンゼ(株)社外取締役（現任）

重要な兼職の状況
(株)女ゴコロマーケティング研究所 代表取締役
グンゼ(株)社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
木田理恵氏は、女性の価値観や購買行動に関する研究に携わり、女性向け商品の開発や集客、販売促進といったコンサルタントを行っ
ております。また、女性活躍推進においても、豊富な経験と高い見識が当社の経営に活かされることができると判断し、取締役候補者
といたしました。
なお、同氏が選任された場合は、指名報酬委員として当社の取締役候補者の選定や取締役の報酬等の決定にあたり、客観的・中立的な
立場で関与をいただく予定です。

（注） 1. 取締役候補者大桑弘嗣氏は、(株)オークフーズの代表取締役会長を兼務し、当社は同社へ不動産の賃貸、資金の貸付並び
に同社の債務保証をいたしております。

2. 取締役候補者大桑弘嗣氏は、日本流通産業(株)の代表取締役社長を兼務し、当社は同社より商品の仕入れをいたしており
ます。

3. 取締役候補者大桑弘嗣氏は、(株)サンライズの代表取締役会長を兼務し、当社は同社より商品の仕入れ、資金の貸付並び
に同社の債務保証をいたしております。

4. 取締役候補者大桑啓嗣氏は、(株)オー・エンターテイメント代表取締役会長を兼務し、当社は同社へ不動産の賃貸をいた
しております。

5. 取締役候補者大桑俊男氏は、(株)パーティハウスの代表取締役会長を兼務し、当社は同社へ不動産及び設備の賃貸並びに
同社の債務保証をいたしております。

6. その他の候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
7. 取締役候補者大桑堉嗣氏、大桑祥嗣氏、大桑啓嗣氏及び大桑俊男氏との間で、定款第29条に基づき、法令が規定する限度

額に責任を限定する旨の責任限定契約を締結しており、本議案が承認可決され再任された場合は、当該契約を継続する予
定であります。また、取締役候補者木田理恵氏が原案どおり選任された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締結
する予定であります。

8. 当社は、保険会社との間で、当社取締役全員を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険
契約を締結しており、各候補者が当社取締役に選任された場合には、各氏は当該保険契約の被保険者となります。また、
次回更新時には、同内容での更新を予定しております。なお、当該契約の内容の概要は、事業報告「役員等賠償責任保険
（Ｄ＆Ｏ保険）契約の内容の概要」に記載のとおりであります。

9. 木田理恵氏は、社外取締役候補者であります。
10. 木田理恵氏は、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、同氏が原案どおり選任された場合には、新たに独

立役員となる予定であります。
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を、当社の社外役員の独立性判断基準として採用しております。
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第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
本総会の終結の時をもって、監査等委員である取締役５名全員は任期満了となります。つきましては、監査等

委員である取締役４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 性 別 現在の当社に

おける地位
取締役会出席状況
監査等委員会出席状況

1 再 任
いけ ざき よし ひこ

池﨑 好彦 （満69歳） 男 性 取締役
(常勤監査等委員)

100％
100％

(14回／14回)
（19回／19回)

2 再 任
おか もと いち ろう

岡本 一郎 （満69歳）
社 外
独 立

男 性 社外取締役
(監査等委員)

100％
100％

(14回／14回)
（19回／19回)

3 再 任
く りゅう けん じ

栗生 建次 （満74歳）
社 外
独 立

男 性 社外取締役
(監査等委員)

100％
100％

(14回／14回)
（19回／19回)

4 再 任
や しま たえ こ

八島 妙子 （満72歳）
社 外
独 立

女性 社外取締役
(監査等委員)

85.7％
94.7％

(12回／14回)
（18回／19回)

再 任 再任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者 独 立 証券取引所等の定めに基づく独立役員
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候補者
番 号 1 いけ ざき よし ひこ

池﨑 好彦
生年月日 1954年10月27日生
所有する当社株式の数 7,500株

再 任
男 性

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1978年４月 当社入社
1991年10月 当社情報管理室課長
1996年２月 当社情報管理室長
2003年７月 当社橿原真菅店長

2005年２月 当社岸和田八田店長
2011年２月 当社内部監査室マネージャー
2012年５月 当社内部監査室長
2020年５月 当社常勤監査役
2022年 5 月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任）

取締役候補者とした理由

池﨑好彦氏は、当社において情報管理部門、店長業務の経験を有しており、内部監査室長、また常勤監査役を経験しております。同氏
の経験、能力、知識が当社取締役として適任であると判断し、引き続き監査等委員である取締役候補者といたしました。

候補者
番 号 2 おか もと いち ろう

岡本 一郎
生年月日 1955年２月10日生
所有する当社株式の数 ０株
社外取締役在任年数 ４年
監査等委員在任年数 ２年

再 任
男 性
社 外
独 立

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1979年４月 大阪国税局入局
2007年７月 東淀川税務署副署長
2009年７月 泉佐野税務署長
2013年４月 大阪国税不服審判所第２部 部長審判官

2013年７月 沖縄税務署長
2014年７月 和歌山税務署長
2015年８月 税理士（現任）
2020年５月 当社社外取締役
2022年 5 月 当社取締役（監査等委員）（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

岡本一郎氏は、大阪国税局において泉佐野税務署長、和歌山税務署長等の要職を歴任し、現在も税理士として活躍されるなど税務対
応・会計・リスク等に関する幅広く高度な知見と経験を有しております。これらの専門的かつ幅広い知見と経験から、当社の経営全般
に的確な助言指導をいただく役割を期待し、引き続き監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものです。
なお、同氏が選任された場合は、指名報酬委員として当社の取締役候補者の選定や取締役の報酬等の決定にあたり、客観的・中立的な
立場で関与をいただく予定です。
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候補者
番 号 3 く りゅう けん じ

栗生 建次
生年月日 1949年11月３日生
所有する当社株式の数 ０株
社外取締役在任年数 ２年
監査等委員在任年数 ２年

再 任
男 性
社 外
独 立

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1973年４月 （株）紀陽銀行入行
1993年４月 同行本店営業部調査役
1993年10月 同行下津支店長
1995年10月 同行東貝塚支店長

1998年10月 同行審査部副部長
2000年１月 同行企画人事部調査役
2003年６月 一般社団法人和歌山経済同友会事務局長
2012年５月 当社社外監査役
2022年 5 月 当社取締役（監査等委員）（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

栗生建次氏は、金融機関や和歌山経済同友会において豊富な経験等を通じて培ったファイナンス及び会計学、企業経営管理、地域活性
化等に関する幅広く高度な知見と経験を有しております。これらの知見と経験を、当社が目指す経営計画の実現、当社経営及び取締役
会の実効性の一層の向上に活かしていただく役割を期待し、引き続き監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするもので
す。
なお、同氏が選任された場合は、指名報酬委員として当社の取締役候補者の選定や取締役の報酬等の決定にあたり、客観的・中立的な
立場で関与をいただく予定です。

候補者
番 号 4 や しま たえ こ

八島 妙子
生年月日 1952年４月29日生
所有する当社株式の数 ０株
社外取締役在任年数 ２年
監査等委員在任年数 ２年

再 任
女 性
社 外
独 立

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1998年７月 川崎市立看護短期大学助教授
2001年 4 月 愛知医科大学看護学部助教授
2006年４月 同学看護学部教授兼同学大学院看護学研究科教授
2010年４月 同学看護学部長

2018年４月 東京医療保健大学副学長兼和歌山看護学部長（現
任）

2020年５月 当社社外監査役
2022年 5 月 当社取締役（監査等委員）（現任）

重要な兼職の状況

東京医療保健大学副学長兼和歌山看護学部長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

八島妙子氏は、長年にわたり看護業務に従事され、看護学教授として看護実践、看護管理、看護教育、研究活動、学会・社会活動を経
験されたのち、現在は東京医療保健大学副学長として大学経営に携わっており、医療や看護、経営等に関する幅広く高度な知見と経験
を有しております。これらの知見と経験を、当社が目指す経営計画の実現、取締役会における適切な指導と監督及び当社の健康経営推
進に活かしていただく役割を期待し、引き続き監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものです。
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（注） 1. 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 岡本一郎氏、栗生建次氏、八島妙子氏は社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役在任年数は、本株主総会終結時の年数になります。
4. 当社は岡本一郎氏、栗生建次氏、八島妙子氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ており、原案どおり選任さ

れた場合、引き続き独立役員となる予定であります。
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を、当社の社外役員の独立性判断基準として採用しております。

５. 岡本一郎氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士としての専門見地・経験から、社外取締役として
の職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。

６. 栗生建次氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、金融機関や地元経済界における業務経験から、社外取締
役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。

７. 八島妙子氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、大学教授としての豊富な経験と幅広い知見を有してお
り、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。

８. 池﨑好彦氏、岡本一郎氏、栗生建次氏、八島妙子氏との間で、定款第29条に基づき、法令が規定する限度額に責任を限定
する旨の責任限定契約を締結しており、本議案が承認可決され再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。

９. 当社は、保険会社との間で、当社取締役全員を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保
険契約を締結しており、各候補者が当社取締役に選任された場合には、各氏は当該保険契約の被保険者となります。ま
た、次回更新時には、同内容での更新を予定しております。なお、当該契約の内容の概要は、事業報告「役員等賠償責任
保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約の内容の概要」に記載のとおりであります。
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ご参考 第２・第３号議案が承認されたのちの経営体制（予定）

氏名 地位 社外
役員

独立
役員

指名報酬
委員会

サステ
ナビリ
ティ
推進
委員会

主な専門性

企業
経営

事業
運営

営業/
マーケ
ティング

生産 財務/
会計

人事/
コンプライ
アンス

IT ガバナンス/
監査

学識
経験

サステ
ナビリ
ティ

大桑 弘嗣 代表取締役
社長 ● ● ○ ○ ○ ○

武田 庸司 取締役
専務執行役員 ● ○ ○ ○

東川 浩三 取締役
常務執行役員 ● ● ○ ○ ○

大桑 堉嗣 取締役 ○ ○

大桑 祥嗣 取締役 ○ ○

大桑 啓嗣 取締役 ○ ○

大桑 俊男 取締役 ○ ○

木田 理恵社外取締役 ● ● ● ● ○ ○

池﨑 好彦 取締役
常勤監査等委員 ● ○ ○

岡本 一郎社外取締役
監査等委員 ● ● ● ● ○ ○

栗生 建次社外取締役
監査等委員 ● ● ● ○ ○

八島 妙子社外取締役
監査等委員 ● ● ● ○ ○

（注）上記一覧表は、候補者の有する全ての知見を表するものではありません。
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事業報告（2023年２月21日から2024年２月20日まで）

1 会社の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果

当社は「変わらぬ想いで、変わり続けるスーパーマーケット」をテーマに、経営理念であ
る「お客様の生活文化の向上により一層寄与できる企業」を具体化するために、商品力・販
売力の強化、サービスの創造を図り、地域社会に貢献できるビジネスモデルの構築を推進し
ております。
当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の５類感染症への移行によ

り、経済社会活動の正常化が進み、緩やかな回復基調となりました。一方、長期化するロシ
ア・ウクライナ情勢や中東情勢の緊迫化、円安進行の長期化等の影響から原材料価格、人件
費をはじめとした各種コストの高止まり状況が継続し、先行き不透明な状況が続いておりま
す。小売業界におきましても、業界の垣根を越えた競争の激化や既存企業間の出店競争、需
給バランスや価格高騰に伴う原材料価格の変動や人件費をはじめとした各種コスト増の継
続、業務の省力化と生産性向上への対応など、極めて厳しい経営環境が継続しております。
このような状況下において、当社は、年度スローガンを『業態の再構築によるシェアアッ

プと業務改革の推進による原価低減を実現し大きく変化する社会環境へ対応しよう』とし、
当社商勢圏でのシェアアップの実現に向けて、業態を再構築するとともに、コスト削減に向
けた業務効率化、多様化するお客様ニーズへの対応等、変化するライフスタイルに対応でき
る商品・サービスの提供に取り組んでまいりました。

【商品・販売】
商品面では、独自の差別化につながるプライベートブランド「オークワブランド」の開発

に取り組んでおり、お客様の声を聞きながら健康的で豊かな食生活につながる魅力ある商品
の開発に尽力しております。また、製造小売業として自社食品工場のオーデリカファクトリ
ーで製造する惣菜ブランド「O-SOZAi」を中心に、当社独自の視点で原材料や味付けにこ
だわった商品の開発、製品化を実施しています。
販売面では、地域密着、低価格訴求、高級志向、ワンストップショッピングといった視点

から４つの業態を展開しています。多様化するお客様ニーズに対応する多角的展開で、地域
になくてはならない生活インフラとして地域貢献につなげております。
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【出店・改装】
当期の新規出店につきましては「春日井店」（愛知県春日井市）、「八尾郡川店」（大阪府八

尾市）の２店舗をそれぞれ４月にオープンいたしました。また、既存店舗の活性化について
は６月に「大淀西店」（奈良県吉野郡大淀町）、12月に「神前店」(和歌山県和歌山市）など
の改装を実施いたしました。一方、経営効率化のため、「岡崎インター店」（愛知県岡崎市）
を2024年２月に閉店いたしました。また、店舗を拠点とするネットスーパーは、２店舗を
追加し、21店舗での展開を実施しております。

【環境・社会】
「商業を通じて地域社会に貢献する」の経営信条の下、当社の成長と社会の持続可能性を

両立するため「サステナビリティ基本方針」を定め、重要課題（マテリアリティ）の解決に
向けた取り組みを実施しております。特に循環型社会の実現に向けて、廃ペットボトルの水
平リサイクル推進、廃棄削減の取り組みを実施し、GHG排出削減に向けた自家消費型太陽
光発電所の稼働拡大、オフサイトPPAを活用した再生可能エネルギー調達などの活用を拡大
してまいりました。

【人材・育成】
女性活躍、多様な雇用推進、健康サポートなど、従業員の働きやすさの実現に向けた取り

組みを継続いたしました。女性幹部育成研修、階層別教育研修、ビジネススクール、社員ア
ンケート等を実施し、中期経営計画の達成に向けた人材戦力の構築課題に取り組んでまいり
ました。

これらの結果、当期の営業収益は2,459億33百万円（前期比2.0％増）、経常利益29億90
百万円（前期比7.2％減）、当期純利益は9億91百万円（前期比3.8％減）となりました。
次に商品部門別の売上高の概要でありますが、直営売上高は2,336億94百万円（前期比

2.0％増）となりました。
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201,311
（86.1）

6,807（2.9）

25,574
（11.0）(　　　 )

商品売上高の推移 単位：百万円（　）内は構成比　※百万円未満切り捨て

第 54期
2022 年２月～
2023年２月　(　　　 )

第 55期
2023 年２月～
2024年２月　

食料品

196,710
（85.9）

6,519（2.8）

25,857
（11.3）

衣料品 住居関連用品

（2）設備投資の状況
当期の設備投資の総額は70億83百万円であり、「春日井店」、「八尾郡川店」の新設、翌期

以降新設の店舗建設、既存店改装などに投資いたしました。

（3）資金調達の状況
必要な資金は、自己資金及び借入金等により調達いたしました。
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（4）対処すべき課題
当社を取り巻く環境は、地政学的リスク増大を主因とした物価の上昇や最低賃金の上昇、

社会保険の加入拡大を受け、雇用環境は引き続き厳しい状況が続くことが想定されます。賃
金上昇による消費の活性化が期待されるものの、業態の垣根を越えた競争の激化と高齢化・
世帯人数の減少等の社会構造変化と物価高騰の影響から、先行き不透明な厳しい経営環境が
想定されます。
このようななか、当社は次期スローガンを『小さな気づきを行動に移そうみんなで変える

より良い売場』といたしました。従業員一人ひとりが、「より良いお店のために」を共通の
行動目標とし、多様化するお客様ニーズへの対応、食の安全安心、豊かな生活を消費者にお
届けすることを基本姿勢とし、変化するライフスタイルに対応できる商品・サービスの提供
に引き続き取り組み、地域社会への貢献、持続的な成長に向け、競争力と収益力の向上に努
めてまいります。
また、地域社会への貢献、持続的な成長に向け「脱炭素」、「脱プラスチック」、「フードロ

ス」への取り組みを強化し、サステナビリティ経営の推進と既存店活性化のため、改装等に
より新たな店舗レイアウトを展開し、併せて店舗作業の効率改善に向けたDX(デジタルトラ
ンスフォーメーション)活用をすすめ、店舗設備投資、業務革新、システム投資に取り組ん
でまいります。
次期は新たな中期経営計画の初年度となります。「変わらぬ想いで、変わり続けるスーパ

ーマーケット」の具現化を目指し、2027年２月期の目標（連結）として営業収益2,900億
円、営業利益70億円達成に向けた重点課題である、「業態の再構築」、「店舗の生産性の向
上」、「オークワブランドの商品開発拡大」、「マーケティング戦略の構築」、「業務革新による
コスト削減具現化」、「人的資本価値の最大化」、「サステナビリティ経営の深耕」に対する取
り組みを実施していきます。
株主の皆様におかれましては、引き続きご支援賜りますようお願い申しあげます。

（注）当社グループのサステナビリティの取り組みの詳細につきましては、
当社ウェブサイト（https://www.okuwa.net/eco/）よりご覧いただけます。
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第54期第53期第52期

132,766132,766136,835136,835

77,67277,67277,23177,231

第54期 第55期

■ 総資産　■ 純資産

第53期第52期

第54期第53期第52期

1,4841,484

3,7443,744

第54期 第55期第53期第52期

33.8533.85

85.4285.42

第54期 第55期第53期第52期

1,770.281,770.281,760.621,760.62

第54期 第55期第53期第52期

5,3035,303

第55期

7,8287,828

営業収益 単位：百万円

１株当たり当期純利益 単位：円

当期純利益 単位：百万円

１株当たり純資産 単位：円

経常利益 単位：百万円

総資産／純資産 単位：百万円

262,734262,734

第55期

275,304275,304
241,174241,174

3,2223,222
1,0311,031

23.5023.50

132,356132,356

77,78677,786

1,772.061,772.06

22.6022.60

245,933245,933

131,513131,513

77,79877,798

2,9902,990
991991

1,771.621,771.62

（5）財産及び損益の状況の推移
期 別

区 分

第 52 期
(2020年２月21日から2021年２月20日まで)

第 53 期
(2021年２月21日から2022年２月20日まで)

第 54 期
(2022年２月21日から2023年２月20日まで)

第55期（当期）
(2023年２月21日から2024年２月20日まで)

営 業 収 益（百万円） 275,304 262,734 241,174 245,933
経 常 利 益（百万円） 7,828 5,303 3,222 2,990
当 期 純 利 益（百万円） 3,744 1,484 1,031 991
１株当たり当期純利益 85円42銭 33円85銭 23円50銭 22円60銭
総 資 産（百万円） 136,835 132,766 132,356 131,513
純 資 産（百万円） 77,231 77,672 77,786 77,798
１ 株 当 た り 純 資 産 1,760円62銭 1,770円28銭 1,772円06銭 1,771円62銭
(注) 1. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数から期中平均自己株式数を控除した株式数に基づき

算出しております。
2. １株当たり純資産は期末発行済株式総数から自己株式数を控除した株式数に基づき算出しております。
3. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第54期の期首から適用し

ており、第54期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
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（6）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係

該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
（百万円）

当 社 の
議決権比率
（％）

主要な事業内容

㈱ オ ー ク フ ー ズ 10 100.0 外 食 事 業
㈱ リテールバックオフィスサポート 10 100.0 施 設 管 理 業 務 の 受 託
㈱ サ ン ラ イ ズ 90 50.0 農産物等の加工及び配送業務

③ 企業結合の成果
当連結会計年度の営業収益は2,473億78百万円（前期比0.2％増）、経常利益は30億98

百万円（前期比1.6％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は10億円（前期比7.7％増）
となりました。

④ 特定完全子会社の状況
該当事項はありません。

（7）主要な事業内容（2024年２月20日現在）
当社は生鮮食品・加工食品等の食料品と衣料品並びに日用雑貨・薬品等の住居関連用品の

小売業を主要業務としております。
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（8）主要な事業所（2024年２月20日現在）

① 本社 和歌山市中島185番地の３
② オーデリカファクトリー和歌山 和歌山市大垣内656番地
③ 和歌山物流センター 和歌山市大垣内633番地
④ 和歌山食品センター 和歌山市大垣内621番地の１
⑤ 和歌山食品工場 和歌山市吐前字圦り1047番地の１
⑥ 泉佐野流通センター 大阪府泉佐野市住吉町２の４
⑦ 関流通センター 三重県亀山市関町市瀬１番地の１
⑧ みはま流通センター 三重県南牟婁郡御浜町阿田和宇賀松3514
⑨ 東海食品センター 愛知県春日井市明知町字頓明1514番地の88
⑩ オーデリカファクトリー安八 岐阜県安八郡安八町中1310番地の１
⑪ 店舗 店舗数 153店

所 在 地 主 要 な 店 舗 名 店舗数

和歌山県
スーパーセンターオークワ南紀店
ロ マ ン シ テ ィ 御 坊 店
メッサオークワ高松店
パビリオンシティ田辺店

スーパーセンターオークワ橋本店
スーパーセンターオークワ海南店
スーパーセンターオークワ有田川店
メッサオークワ和歌山店

スーパーセンターオークワパームシティ和歌山店
スーパーセンターオークワセントラルシティ和歌山店
スーパーセンターオークワ上富田店
串 本 店等

49店

奈 良 県 スーパーセンターオークワ桜井店
大 和 高 田 店

スーパーセンターオークワ生駒上町店
スーパーセンターオークワ御所店

スーパーセンターオークワ田原本インター店
橿 原 醍 醐 店等 32店

三 重 県 スーパーセンターオークワいなべ店
鈴 鹿 高 岡 店

スーパーセンターオークワみえ朝日インター店
津 高 茶 屋 店

スーパーセンターオークワサウス亀山店
伊 賀 新 堂 店等 22店

大 阪 府 わくわくシティ尾崎店
スーパーセンターオークワ河南店

和 泉 小 田 店
貝 塚 三 ツ 松 店

スーパーセンターオークワ和泉納花店
狭 山 店等 20店

岐 阜 県 スーパーセンターオークワ中津川店
スーパーセンターオークワ坂祝店

スーパーセンターオークワ美濃インター店
スーパーセンターオークワ養老店

スーパーセンターオークワテラスゲート土岐店
スーパーセンターオークワ可児坂戸店等 15店

愛 知 県 パ レ マ ル シ ェ 池 下 店
パ レ マ ル シ ェ 東 郷 店

愛 西 プ ラ ザ 店
パ レ マ ル シ ェ 中 村 店

豊 橋 ミ ラ ま ち 店
スーパーセンターオークワ幸田店等 12店

静 岡 県 スーパーセンターオークワ掛川店 パレマルシェ新所原店 ２店
兵 庫 県 プライスカット明石大久保店 １店
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（9）従業員の状況（2024年２月20日現在）

区 分 従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

男 性 1,514名 △34名 49.0歳 19.6年
女 性 493名 ＋23名 40.2歳 11.6年

合計または平均 2,007名 △11名 46.8歳 17.7年
（注）1. 上記従業員数には、関係会社等への出向社員12名は含んでおりません。

2. 上記従業員のほかに、パートタイマ8,063名（１日８時間換算による年間の平均人員）を雇用してお
ります。

（10）主要な借入先（2024年２月20日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高(百万円)

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 6,387
株 式 会 社 紀 陽 銀 行 4,712
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 3,185
農 林 中 央 金 庫 2,290

２ 会社の株式に関する事項（2024年２月20日現在）

（1）発行可能株式総数
159,605,000株

（2）発行済株式の総数
45,237,297株（うち、自己株式 1,345,231株）

（3）株主数
14,360名
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（4）大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数(千株) 持株比率(％)

オ ー ク ワ 共 栄 会 3,245 7.40
大 桑 堉 嗣 3,060 6.97
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,646 6.03
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,896 4.32
株 式 会 社 紀 陽 銀 行 1,795 4.09
BermudaAssetment 株 式 会 社 1,553 3.54
公 益 財 団 法 人 大 桑 教 育 文 化 振 興 財 団 1,520 3.46
大 桑 啓 嗣 1,219 2.78
大 桑 俊 男 1,213 2.76
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 945 2.15

（注） 持株比率は、自己株式（1,345,231株）を控除して計算しております。

（５）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。

・取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計
株 式 数 交付対象者

取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。） 9,500株 ３名
社外取締役（監査等委員を除く。） － －
取締役（監査等委員） － －

（６）その他株式に関する重要な事項
該当事項はございません。
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３ 会社の新株予約権等に関する事項
当事業年度末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権
等の状況

2013年第1回
新株予約権

2014年第2回
新株予約権

2015年第3回
新株予約権

発 行 決 議 日 2013年5月17日 2014年5月16日 2015年5月15日
区 分 取締役(監査等委員及び

社外取締役を除く。)
取締役(監査等委員及び
社外取締役を除く。)

取締役(監査等委員及び
社外取締役を除く。)

保 有 者 数 ３名 ３名 ３名
新 株 予 約 権 の 数 44個 37個 31個
新株予約権の目的となる株式の数 4,400株 3,700株 3,100株
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 普通株式
新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 （別記1） （別記1） （別記1）
権利行使時１株当たりの行使価額 1円 1円 1円

権 利 行 使 期 間 2013年6月13日から
2053年6月12日まで

2014年6月13日から
2054年6月12日まで

2015年6月13日から
2055年6月12日まで

新 株 予 約 権 の 行 使 条 件 （別記2） （別記2） （別記2）

2016年第4回
新株予約権

2017年第5回
新株予約権

2018年第6回
新株予約権

発 行 決 議 日 2016年5月18日 2017年5月17日 2018年5月16日
区 分 取締役(監査等委員及び

社外取締役を除く。)
取締役(監査等委員及び
社外取締役を除く。)

取締役(監査等委員及び
社外取締役を除く。)

保 有 者 数 ４名 ４名 ５名
新 株 予 約 権 の 数 39個 35個 50個
新株予約権の目的となる株式の数 3,900株 3,500株 5,000株
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 普通株式
新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 （別記1） （別記1） （別記1）
権利行使時１株当たりの行使価額 1円 1円 1円

権 利 行 使 期 間 2016年6月14日から
2056年6月13日まで

2017年6月13日から
2057年6月12日まで

2018年6月12日から
2058年6月11日まで

新 株 予 約 権 の 行 使 条 件 （別記2） （別記2） （別記2）
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2019年第7回
新株予約権

2020年第8回
新株予約権

2021年第9回
新株予約権

発 行 決 議 日 2019年5月15日 2020年5月14日 2021年5月13日
区 分 取締役(監査等委員及び

社外取締役を除く。)
取締役(監査等委員及び
社外取締役を除く。)

取締役(監査等委員及び
社外取締役を除く。)

保 有 者 数 ４名 ４名 ４名
新 株 予 約 権 の 数 48個 37個 47個
新株予約権の目的となる株式の数 4,800株 3,700株 4,700株
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 普通株式
新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 （別記1） （別記1） （別記1）
権利行使時１株当たりの行使価額 1円 1円 1円

権 利 行 使 期 間 2019年6月11日から
2059年6月10日まで

2020年6月11日から
2060年6月10日まで

2021年6月10日から
2061年6月９日まで

新 株 予 約 権 の 行 使 条 件 （別記2） （別記2） （別記2）

（別記1）
新株予約権の払込金額

新株予約権の割当日においてブラック・ショールズモデル等により算出した価額を払込金
額とする。なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて当社に
対する報酬債権と相殺するものとする。

（別記2）
新株予約権の行使条件
① 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は当社の取締役の地

位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を一括して行使することができ
る。

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの１名
（以下、「相続承継人」という。）のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の
条件のもと、新株予約権割当契約書に従って新株予約権を行使することができる。ただ
し、刑法犯のうち、重大な犯罪を行ったと認められる者は相続承継人となることができ
ない。

イ．相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
ロ．相続承継人は、相続開始後10か月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の

相続手続を完了しなければならない。
ハ．相続承継人は、新株予約権の行使期間内で、かつ、当社所定の相続手続完了時から２

か月以内に限り一括して新株予約権を行使することができる。
③ 新株予約権者は、新株予約権の譲渡、担保権の設定、担保権設定の予約、その他新株予

約権の一切の処分を行うことができない。
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４ 会社役員に関する事項（2024年２月20日現在）

（1）取締役の氏名等
地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 大 桑 弘 嗣
㈱オークフーズ代表取締役会長
日本流通産業㈱代表取締役社長
㈱サンライズ代表取締役会長

取 締 役 東 川 浩 三 常務執行役員管理本部長兼ＩＲ室長
取 締 役 武 田 庸 司 常務執行役員営業本部長兼食品事業部長
取 締 役 大 桑 堉 嗣
取 締 役 大 桑 祥 嗣
取 締 役 大 桑 啓 嗣 ㈱オー・エンターテイメント代表取締役会長
取 締 役 大 桑 俊 男 ㈱パーティハウス代表取締役会長
取 締 役
（常勤監査等委員） 池 﨑 好 彦

取 締 役
（監査等委員） 髙 野 晋 造

取 締 役
（監査等委員） 岡 本 一 郎

取 締 役
（監査等委員） 栗 生 建 次

取 締 役
（監査等委員） 八 島 妙 子 東京医療保健大学副学長兼和歌山看護学部長

（注）1. 取締役のうち髙野晋造、岡本一郎、栗生建次及び八島妙子の各氏は、会社法第２条第15号に定める社
外取締役であります。

2. 常勤の社内に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等へ出席することや、内部監査部門と密接に
連携することにより、監査等委員会による監査の実効性を高めるため、当社は常勤の監査等委員を選
定しております。

3. 取締役髙野晋造、岡本一郎、栗生建次及び八島妙子の各氏につきましては、東京証券取引所に対し、
独立役員として届け出ております。

４. 監査等委員岡本一郎氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており
ます。

５. 監査等委員栗生建次氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知
見を有しております。

６. 当事業年度中の取締役の異動はございません。
７. 当事業年度末日後に生じた取締役の異動はございません。
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除

く。）及び監査等委員である取締役との間に、同法第423条第１項の責任について、法令の
定める最低責任限度額をもって当社に対する損害賠償責任の限度とする責任限定契約を締結
しております。

（3）役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社取締役及び執行役員を被保険者として、会社法第430条

の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しております。当該保
険により、被保険者が負担することになる株主代表訴訟、第三者訴訟、会社訴訟の訴訟費用
及び損害賠償金を填補することとしており、保険料は全額当社が負担しております。なお、
故意または重過失に起因する損害賠償請求は当該保険契約により填補されないこととしてお
ります。

（4）当事業年度に係る取締役の報酬等
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、2022年５月12日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る
決定方針を定めており、その内容は次のとおりです。
１.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能

する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とす
ることを基本方針とする。
業務執行取締役の報酬は、月額固定報酬及び業績連動報酬(役員賞与)及び譲渡制限付株式

報酬により構成し、非常勤取締役及び監査等委員である取締役については、月額固定報酬の
みを支払うこととする。
２.月額固定報酬の個人別の報酬額の決定に関する方針
当社の取締役の月額固定報酬は、その役位、職責、在任年数等に応じて、同業他社水準、

当社業績、従業員給与の最高額を考慮の上、総合的に勘案し決定するものとする。
３.業績連動報酬(役員賞与)ならびに譲渡制限付株式報酬の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬(役員賞与)は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標

を反映した現金報酬とし、各事業年度の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を
役員賞与として、決算確定後、一定の時期に支給する。また、目標となる業績指標とその値
については、指名報酬委員会への諮問を経て、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うこと
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とする。
なお、役員賞与配分基準については、連結営業収益比当期純利益率を基礎数値とし、支給

月数実績、連結ROE、営業収益予算達成率に基づき算出する。
譲渡制限付株式報酬額と固定報酬額（年間）の割合はおよそ１:９を基準とし、役位及び

職責等を考慮の上、指名報酬委員会の諮問を経て取締役会にて決定し、当社株式を毎年、株
主総会後に付与する。
４.月額固定報酬及び役員賞与の額の取締役の個人別の割合の決定に関する方針
役員賞与に関しては、上位の役位ほどまた、達成度合いにより、割合は変動するが、月額

固定報酬(年間):役員賞与の割合は、おおむね７:３～10:０とする。
5.取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、指名報酬委員会への諮問を経て取締役会において決定する。

なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬については、監査等委員会において決定す
る。
②取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2022年５月12日開催の第
53回定時株主総会において年額200百万円以内（ただし、使用人分給与を含まない。）と決
議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は７名です。
監査等委員である取締役の報酬限度額は2022年５月12日開催の第53回定時株主総会に

おいて年額50百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等
委員である取締役の員数は５名です。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2022年５月12日開催の第53回定時株主総会において

当社取締役（監査等委員である取締役、社外取締役等の非業務執行取締役を除く。）を対象
とする譲渡制限付株式として年額100百万円以内とし、これにより発行または処分される当
社の普通株式の総数は年100,000株以内と決議いただいております。当該株主総会終結時
点の取締役（監査等委員である取締役、社外取締役等の非業務執行取締役を除く。）の員数
は３名です。
③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項

取締役会は、個人別の報酬額について、指名報酬委員会への諮問を経て取締役会において
決定を行っていることから、決定方針に沿うものであると判断しております。
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④取締役の報酬等の総額等

区 分 支給
人数

報酬等の種類別の総額(百万円)
計 摘 要基本

報酬
業績連動
報酬

非金銭
報酬等

取締役（監査等
委員を除く。） 7名 60 ― 8 68 （うち社外取締役ー名ー百万円）

取締役（監査等委員） 5名 22 ― ― 22 （うち社外取締役４名14百万円）
合 計 12名 82 ― 8 91

（注）1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 期末日現在の監査等委員である取締役を除く取締役は7名、監査等委員である取締役は5名でありま

す。
3. 非金銭報酬等として取締役（監査等委員である取締役、社外取締役等の非業務執行取締役を除く。）

に対して譲渡制限付株式を付与しております。譲渡制限付株式の内容及びその付与状況は、「２ 会社
の株式に関する事項」に記載のとおりです。

（5）社外役員に関する事項
①社外取締役の重要な兼職先と当社との関係
記載すべき重要な事項はありません。

②社外取締役の当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 主な活動状況

取締役（監査等委員） 髙野 晋造
当期開催の取締役会14回及びコンプライアンス委員会４回全てに出
席し、また、監査等委員会19回全てに出席し、期待される役割に基
づき警察における多様な経験と幅広い見識から、客観的かつ中立的
な立場からの発言等を行っております。

取締役（監査等委員） 岡本 一郎
当期開催の取締役会14回及びコンプライアンス委員会４回全てに出
席し、また、監査等委員会19回全てに出席し、期待される役割に基
づき税理士として専門的な知識と高い見識から、客観的かつ中立的
な立場からの発言等を行っております。

取締役（監査等委員） 栗生 建次
当期開催の取締役会14回全てに出席し、また、監査等委員会19回
全てに出席し、期待される役割に基づき長年の金融機関や地元経済
界における業務経験で培った幅広い見識からの発言等を行っており
ます。

取締役（監査等委員） 八島 妙子
当期開催の取締役会14回のうち12回に出席し、また、監査等委員
会19回のうち18回に出席し、期待される役割に基づき大学教授と
しての豊富な経験と幅広い知見からの発言等を行っております。
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５ 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

東陽監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 公認会計士法第２条第１項の監査業務に係る報酬等の額 ３５百万円

② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 ３５百万円

（注）1. 会計監査人の報酬について、監査等委員会は会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況
及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかの必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の
額について同意の判断をいたしました。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
報酬等の額を区分しておりませんので、上記①の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等を含
めております。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認め

られる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、
監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会
計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と判断した場合、

株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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６ 会社の体制及び方針
業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容および運用状況の概要

当社は、株式会社の業務の適正を確保するために必要な内部統制システム構築の基本方針
について、下記のとおり定めております。なお、本基本方針は、適宜見直し要否を検討し、
必要に応じて改定決議を行い、内部統制の充実を図り、より健全性の高い経営・事業運営を
進めております。

（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制

① 当社の経営上の重要事項は、法令、定款および取締役会規則に基づき、毎月開催される
定例取締役会および必要に応じて開催する臨時取締役会に付議されております。

② 社長を委員長とした「コンプライアンス委員会」を設置しております。「コンプライア
ンス委員会」は、企業活動の中で起こりうる様々な経営リスクを回避し、内部統制・リ
スク管理体制・内部監査体制に関する事項を審議し、決定する機能を果たします。

③ コンプライアンスの強化として、法令遵守と企業倫理の確立のため、社長を議長とし、
外部からは弁護士を委員のメンバーとして加えた「オークワ倫理委員会」を有し、「倫
理委員会運営規程」と「オークワ倫理ホットライン」制度を活用し、すべての従業員が
業務を適正かつ適法に遂行できる企業環境を整えております。

④ 社内には、内部監査室を社長直属の組織として設置しており、抜打ち的に業務監査等を
行い、通常の業務において法令遵守がなされているかのチェック機能を果たしておりま
す。なお、監査報告書は、監査等委員会及び各取締役（監査等委員である取締役を除
く。）を経由し社長に報告され、指摘事項については、速やかに改善できる体制を整え
ております。

⑤ コンプライアンスに対応した当社の具体的な取り組みの主なものは以下のとおりです。
・公益通報者保護法に関しては、「内部通報規程」を制定しており、通報者に対して不当
な扱いの無いように、法の主旨を遵守し、不当・不正に関して監視する体制を整えてお
ります。

・個人情報保護法に関しては、「個人情報管理委員会」を設置し、「情報管理規程」にて情
報管理体制を構築し、従業員には「個人情報保護ポケットマニュアル」を配布し、周知
徹底を図っております。

・独占禁止法については、取引業者との間で「従業員の応援についての基本覚書」を締結
し、公正な取引を行うように周知徹底を図っております。

・インサイダー防止については、「内部者取引の規制及び内部情報の管理に関する規程」
により法令遵守体制の構築を図っております。

⑥ 当社では、さらに法令遵守を強化するために、現在ある規程と体制を見直し、整備を行
っております。
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（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 「職務分掌規則」及び「文書等管理規則」に基づき、決裁書等の重要文書は、業務を所管

する部署が保管し、適宜、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）、監査等委員会
及び内部監査室が確認・閲覧できる体制を敷いています。

② 内部監査室は保存文書の監査を行い、是正や改善の必要がある場合、所管部署が対策を
講じる体制を敷いています。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① コンプライアンスに関しては、「コンプライアンス委員会」及び「オークワ倫理ホット

ライン」を設置し、違法・不正の早期発見と未然防止、発生の抑制により、リスク回避
に寄与する体制をとっております。

② 当社の重要な投資案件（特に新規出店案件）については、取締役を含めた複数のメンバ
ーによる現地調査、審議・検討をした上で、取締役会において決定することにしており
ます。
さらに、新店開店後の業績については経営会議で検証を行っております。

③ 天災、その他の危機管理体制については、「緊急対策マニュアル」を従業員に配布し、
発生時の対応、ルールを徹底し、緊急時の情報通信連絡網により即座に経営トップをは
じめ、各取締役等の経営幹部に情報の伝達・報告・指示を行える体制をとっておりま
す。
また、地震、津波等の天災対策としては、全社的防災教育及び年4回の想定訓練を企
画・実施しております。

④ 日常的に発生する各店舗の事件・事故等には、「事件・事故報告」等の社内グループウ
エアにより、迅速に対応・解決ができる体制をとっております。

⑤ 今後の取り組みとしては、現在ある規程・システムをより充実し、改善を加えて、新た
な取り組みも含め、危機管理体制を強化します。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は、取締役の職務を効率的に実行するために、組織の整備とその組織に係わる「組

織ならびに職務分掌規則」「職務権限規則」「個別職務権限基準表」等を定め、効率よく
取締役の職務執行が行える体制を整えております。

② 当社では、定例の取締役会を毎月１回、また、必要に応じて臨時に取締役会を開催し、
重要事項に対して迅速に対応できるような体制とともに、代表取締役を含めた取締役
（監査等委員である取締役を除く。）と監査等委員である取締役（常勤）と各組織の幹部
による経営会議を毎週１回開催し、週ごとの販売実績や計画状況の確認と、業務全般に
関する取り組み事項について報告がなされ、効率的な業務推進を図っております。

③ 当社は、執行役員制度を導入し、取締役会のガバナンス機能強化と経営意思決定の迅速
化、さらに業務執行機能の強化を図っております。

④ 当社では、取締役の職務がより迅速に執行できるよう、また危機管理も踏まえ、「取締
役会の書面決議と電磁的記録による承認」を行える体制を整えております。
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（5）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社には、子会社を管理する窓口として、グループ会社管理課を設置しており、適宜指

導監督する体制を整えております。
② 当社は、子会社と年に２回（原則３月と９月）経営方針並びに決算内容、予算執行状況

等の重要案件に関する件について、代表取締役が出席する会議を開催し、意見交換と指
導を行っております。

③ 当社の監査等委員である取締役及び子会社の監査役が年に２回（原則４月と10月）子
会社の業務執行状況につき情報交換する場を設け、指導監督する体制を整えておりま
す。

④ 子会社のコンプライアンスに関しては、当社の「オークワ倫理ホットライン」と同様の
体制を整えております。

⑤ 子会社の内部監査については、当社のグループ会社管理課及び内部監査室が監査をでき
る体制となっております。

（6）監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制
① 監査等委員会の職務を補助する使用人については、必要に応じて専任の担当者を配置し

ます。
② その専任者の人事については、独立性を確保するために監査等委員会の意見を参考に

し、かつ専任者の人事評価、人事異動及び懲戒処分には監査等委員会の承認が必要であ
る体制を整えます。

（7）取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告
をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制

① 当社の毎週行う経営会議には、監査等委員である取締役（常勤）が出席し、各部署の業
務、各店舗の状況についての報告を各取締役（監査等委員である取締役を除く。）、各担
当幹部から受けております。

② 当社の内部監査室の監査報告書は、必ず監査等委員会に報告の後、監査等委員会の意
見・要望を記載し、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）を経由し、社長に報
告することとなっています。

③ 当社は、その他重要事項に関しては、監査等委員会にその都度報告することとし、監査
等委員会の求める報告体制の整備を行います。

（8）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人の監査等委員会監査に対する理

解を深め、監査等委員会監査の環境を整備するよう努めます。
② 監査等委員である取締役及び監査等委員会は、代表取締役、取締役（監査等委員である

取締役を除く。）及び執行役員と適宜会合をもち、会社が対処すべき課題、会社を取り
巻くリスク等について意見交換し、当社の経営に反映できる体制を整えています。
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（9）財務報告に係る内部統制報告制度への対応
① 財務報告の信頼性を確保するため、社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を

通じて内部統制システムの構築及び運用を行っております。
② 当社及び子会社における財務報告に係る内部統制の評価を独立的、客観的に行うため当

社の内部監査室に評価者を配置しております。
（10）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、社会秩序や健全な企業活動を阻害するおそれのある、反社会的勢力との関わりを
一切持ちません。万が一、当社がこのような団体・個人から不当な要求を受けた場合には、
警察等関連機関とも連携し、組織的に毅然とした態度で対応します。
また、当社は「倫理委員会運営規程」において、社会通念上の常識や倫理に照らして、正

しい経営を推進する旨を定め、役員及び従業員が日々の企業行動において遵守するよう徹底
します。

【業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要】
① コンプライアンス

コンプライアンス委員会を年４回開催し意識の向上と不正行為の防止を図るとともに内
部通報制度も制定、施行しており、社会通念上の常識や倫理に照らして正しい経営の推
進を図っております。

② リスク管理体制
経営における重大な損失、不利益等を最小限にするためコンプライアンス課を設置して
おり、「リスク管理規程」に基づきリスクの把握・評価・対策等によるリスク管理を継
続的に行っております。
また、経営に与える影響が大きいと思われるリスクに関しては取締役会を通じ報告さ
れ、リスクの共有及び対応を図っております。

７ 会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の支配に関する基本方針については特に定めておりません。しかしなが

ら、当社の企業価値を損なうような買収行為に対しては、株主の皆様の共同の利益を確保す
るため必要かつ適切な対抗措置を講ずることの可能性を排除するものではありません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 本事業報告に記載された金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。ただし、１株

当たり当期純利益及び１株当たり純資産については四捨五入しております。
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貸借対照表（2024年２月20日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
資産の部 負債の部

流動資産
現金及び預金
売掛金
商品及び製品
前渡金
短期貸付金
未収入金
立替金
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
リース資産
建設仮勘定
無形固定資産
借地権
ソフトウェア
その他
投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
長期前払費用
繰延税金資産
前払年金費用
投資不動産
差入保証金
店舗賃借仮勘定
その他
貸倒引当金

34,527
16,047
6,186

10,050
21

1,020
1,352

0
85

△237
96,985
79,944
43,575
2,203
1,406

5
3,538

28,314
535
365
3,991
2,543
1,035
411

13,049
2,289
183
315

1,765
2,397

96
5,750
141
115
△4

流動負債 35,947
買掛金 12,749
短期借入金 4,850
１年内返済予定の長期借入金 4,360
リース債務 377
未払金 5,774
未払費用 1,910
未払法人税等 459
未払消費税等 647
預り金 631
設備関係電子記録債務 398
返金負債 1,306
契約負債 2,110
その他 371

固定負債 17,767
長期借入金 11,614
リース債務 161
退職給付引当金 41
預り保証金 2,694
資産除去債務 3,145
その他 110

負債合計 53,714
純資産の部

株主資本 77,340
資本金 14,117
資本剰余金 15,003
資本準備金 14,027
その他資本剰余金 976
利益剰余金 49,827
利益準備金 1,314
その他利益剰余金 48,512
圧縮記帳積立金 1,004
別途積立金 44,300
繰越利益剰余金 3,208

自己株式 △1,608
評価・換算差額等 419
その他有価証券評価差額金 419
新株予約権 38
純資産合計 77,798

資産合計 131,513 負債純資産合計 131,513
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損益計算書（2023年２月21日から2024年２月20日まで） （単位：百万円）

科 目 金 額
［営業収益］ [245,933]
売上高 233,694
売上原価 169,569
売上総利益 64,124

営業収入
不動産賃貸収入 4,064
その他の営業収入 8,174 12,239
営業総利益 76,363

販売費及び一般管理費 73,640
営業利益 2,723

営業外収益
受取利息及び配当金 111
リサイクル材売却収入 59
補助金収入 49
貸倒引当金戻入益 61
その他 111 393
営業外費用
支払利息 92
その他 34 126
経常利益 2,990

特別利益
固定資産売却益 2
資産除去債務履行差額 5
受取補償金 20 28
特別損失
固定資産売却損 10
固定資産除却損 141
減損損失 898
賃貸借契約解約損 144
その他 95 1,291
税引前当期純利益 1,727

法人税、住民税及び事業税 498
法人税等調整額 237 735
当期純利益 991

（注） [ ]の営業収益は、売上高と営業収入の合計額であります。
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株主資本等変動計算書（2023年２月21日から2024年２月20日まで） （単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本準備金 その他資本

剰余金 利益準備金
その他利益剰余金

圧縮記帳
積立金 別途積立金 繰越利益

剰余金

当期首残高 14,117 14,027 981 1,314 1,039 44,300 3,322 △1,629 77,474

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △1,140 △1,140

当期純利益 991 991

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 △5 21 16

圧縮記帳積立金の取崩 △34 34 ー

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 ー ー △5 ー △34 ー △114 21 △133

当期末残高 14,117 14,027 976 1,314 1,004 44,300 3,208 △1,608 77,340

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

当期首残高 274 274 38 77,786

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △1,140

当期純利益 991

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 16

圧縮記帳積立金の取崩 ー

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) 145 145 ー 145

事業年度中の変動額合計 145 145 ー 12

当期末残高 419 419 38 77,798
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個別注記表
Ⅰ 重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
（2）その他有価証券

市場価格のない株式等
以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

売価還元法による原価法によっております。但し、物流センター在庫等は、最終仕入原
価法に基づく原価法によっております。なお、貸借対照表価額については、収益性の低
下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。

3. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設
備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物 ３～47年
構 築 物 10～20年
機 械 及 び 装 置 ５～17年
車 両 運 搬 具 ４～６年
工具、器具及び備品 ２～10年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）及び長期前払費用
定額法を採用しております。但し、自社利用のソフトウェアについては、社内における
利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
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売掛金、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実
績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不
能見込額を計上しております。

（2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見
込額に基づき計上しております。事業年度末において、年金資産見込額が退職給付債務
見込額を超過している場合には、前払年金費用として計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属さ
せる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年
度から費用処理することとしております。

5. 収益及び費用の計上基準
（1）商品の販売に係る収益認識

当社の顧客との契約から生じる収益は、主にスーパーマーケット事業における商品等の
販売によるものであり、これら商品等の販売は、顧客に商品等を引き渡した時点で収益
を認識しております。
なお、商品等の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客
から受取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識してお
ります。
また、当社はカスタマー・ロイヤリティ・プログラムを提供しており、会員に対して販
売時にポイントを付与し、付与したポイントは１ポイント１円で換金できるサービスの
提供を行っております。付与したポイントから将来の失効見込みのポイントを差し引い
た金額を売上高より控除した金額で収益を認識しております。

（2）自社商品券に係る収益認識
当社は、発行した商品券を履行義務として識別し、商品券が使用された時点で収益を認
識しております。商品券の未使用分については、顧客が権利を行使する可能性が極めて
低くなった時に収益を認識しております。
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6. ヘッジ会計の方法
（1）ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので特例処理を採用して
おります。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段･･････金利スワップ取引
ヘッジ対象･･････借入金の利息

（3）ヘッジ方針
デリバティブ取引は借入金に係る金利の変動リスク回避を目的としており、投機的な取
引は行わない方針であります。

（4）ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップ取引については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有
効性の評価を省略しております。

7. 表示方法の変更に関する注記
（損益計算書）
前事業年度において「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりました「補助金
収入」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。
なお、前事業年度の「営業外収益」の「その他」に含まれていた「補助金収入」の金額
は11百万円であります。
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8. 会計上の見積りに関する注記
（固定資産の減損）

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額
貸借対照表計上額（百万円） 減損損失計上額（百万円）

有形固定資産及び無形固定資産等 84,251 898

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位（資産グループ）とする
ことを基本とし、営業や物流の相互補完関係も考慮して資産グループを決定しております。
また、遊休資産、賃貸資産は物件単位で資産グループとしております。
当社は、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなる場合や使用方法について回収可
能額を著しく低下させる変化（閉店や売却の意思決定等）があった場合に当該資産グループ
に減損の兆候があると判断いたします。
減損の兆候がある場合、資産グループの継続的使用と使用後の処分により見込まれる将来キ
ャッシュ・フロー合計を見積り、当該資産グループの固定資産帳簿価額と比較し、減損損失
の認識の要否を決定いたします。減損損失の認識が必要となった場合、固定資産帳簿価額を
回収可能価額（正味売却価額又は使用価値のいずれか高い価額）まで減額し、当該減少額を
減損損失として計上しております。
当該資産グループの継続的使用によって生じる将来キャッシュ・フローの見積りは、過年度
の実績及び現在の進捗等を踏まえた将来の売上推移の予測を主要な仮定としております。
主要な仮定は出店地域ごとの経営環境の変化によって影響を受けるため、不確実性を伴うも
のであります。
そのため、主要な仮定に見直しが必要となった場合には、翌事業年度の計算書類において、
新たに減損損失が発生する可能性があります。

（繰延税金資産の回収可能性）
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額 1,765百万円
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、将来の利益計画に基づく課税所得の見積りにより、回収可能性があると判断した将
来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可能性は将
来の課税所得の見積りに依存するため、経営環境に著しい変化が生じるなどにより将来の課
税所得の見積額が変動した場合には繰延税金資産が減額され、翌事業年度の計算書類に重要
な影響を及ぼす可能性があります。
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Ⅱ 貸借対照表関係
1. 有形固定資産の減価償却累計額 115,158百万円
2. 担保に供している資産及び担保に係る債務
（1）担保に供している資産

現金及び預金（定期預金） 3百万円
建 物 71百万円

（2）担保に係る債務
預 り 保 証 金 20百万円

3. 関係会社に対する債権・債務
短 期 金 銭 債 権 1,059百万円
短 期 金 銭 債 務 998百万円
長 期 金 銭 債 務 413百万円

4. 保証債務
仕入債務等に対する保証 23百万円

Ⅲ 損益計算書関係
1. 関係会社との取引高

営業取引による取引高
売 上 高 0百万円
仕 入 高 5,010百万円
そ の 他 の 営 業 取 引 高 697百万円
営業取引以外の取引高 180百万円
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2. 減損損失
当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
用 途 種 類 場 所 金 額

（百万円）

店 舗

建物、土地等 和歌山県 350
建物、借地権等 奈良県 322
建物等 岐阜県 96
構築物等 大阪府 51
建物等 愛知県 31
建物等 静岡県 4
構築物等 三重県 2
建物等 兵庫県 1

遊 休 資 産 土地等 和歌山県 38
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として主に店舗を基本単位とし、遊休資産、
賃貸資産については、物件単位毎にグルーピングしております。
店舗については、営業活動から生じる損益が継続してマイナスである資産グループ及び閉鎖決
定を行った資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、売却予定資産については、帳
簿価額を売却見込価額まで減額し、当該減少額（898百万円）を減損損失として特別損失に計
上いたしました。
減損損失の内訳は、次のとおりであります。

建物 592百万円
構築物 110百万円
土地 86百万円
借地権 53百万円
工具、器具及び備品 51百万円
その他 3百万円
計 898百万円

なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額又は使用価値のいずれか高い価
額により測定しております。正味売却価額は、主として不動産鑑定評価額又は路線価及び
固定資産税評価額を合理的に調整した価額により算定しております。また、使用価値は、
将来キャッシュ・フローを4.0％で割り引いて算定しております。
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Ⅳ 株主資本等変動計算書関係
当事業年度末における自己株式の種類及び株式
普通株式 1,345,231株

Ⅴ 税効果会計関係
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）
未払事業税 76百万円
未払賞与 367百万円
未払社会保険料 102百万円
契約負債 291百万円
関係会社株式評価損 323百万円
資産除去債務 958百万円
減損損失 2,132百万円
貸倒引当金 73百万円
その他 304百万円

繰延税金資産小計 4,629百万円
評価性引当額 △1,150百万円

繰延税金資産合計 3,479百万円

（繰延税金負債）
その他有価証券評価差額金 △171百万円
資産除去債務に対応する除去費用 △362百万円
固定資産圧縮積立金 △440百万円
前払年金費用 △730百万円
その他 △10百万円

繰延税金負債合計 △1,713百万円
繰延税金資産の純額 1,765百万円
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Ⅵ 関連当事者との取引関係
役員及び個人主要株主等

種 類
会社等
の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等
の 所 有

（被 所 有）
割合（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社（当
該会社の
子会社を
含む）

㈱大安商事
（注1）

和歌山県
和歌山市

10 損害保険代
理店業

（被所有）
直接1.1

損害保険契約 保険料の支払
（注2）

169 ― ―

㈱パーティハ
ウス
（注3）

和歌山県
和歌山市

50 衣料品販売 （被所有）
直接1.2

役員の兼任
不動産賃貸
契約等

店舗の賃貸等
（注4）

36 未収入金 1

預り保証金 3

物流の配送費
（注5）

47 未収入金 2

システム使用料
（注5）

18 未収入金 1

㈱オー・エン
ターテイメン
ト
（注6）

大阪府
大阪市
中央区

100 書籍等の販
売、ＤＶＤ
レンタル、
進学塾、シ
ネコン等の
経営

（所有）
直接18.0

役員の兼任
不動産賃貸
契約等

店舗の賃貸等
（注7）

436 未収入金 5

預り保証金 36

Bermuda
Assetment
㈱
（注8）

和歌山県
和歌山市

5 不動産の賃
貸・管理

（被所有）
直接3.5

役員の兼任
不動産賃借
契約

店舗の賃借
（注9）

50 差入保証金 35

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１） 当社取締役大桑堉嗣、大桑祥嗣、大桑啓嗣及び大桑俊男のそれぞれの近親者が議

決権の100％を直接所有しております。
（注２） 一般的取引条件を参考に契約により決定しております。
（注３） 当社取締役大桑俊男及びその近親者が議決権の98.2％を直接所有しております。
（注４） 店舗の賃貸等については、近隣の取引実勢を勘案の上決定しております。なお、

賃料は３年毎に改定を行っております。
（注５） 物流の配送費、システム使用料等については、一般的取引条件を参考に契約によ

り決定しております。
（注６） 当社取締役大桑啓嗣及びその近親者が議決権の10.0％を間接所有しております。
（注７） 店舗の賃貸等については、近隣の取引実勢を勘案の上決定しております。なお、

賃料は２～３年毎に改定を行っております。
（注８） 当社取締役大桑祥嗣及びその近親者が議決権の100％を直接所有しております。
（注９） 店舗の賃借については、近隣の取引実勢を勘案の上決定しております。なお、賃

料は３年毎に改定を行っております。
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Ⅶ 収益認識関係
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、個別注記表「Ⅰ重要な会計方針 5. 収益及び
費用の計上基準」に記載のとおりです。

Ⅷ １株当たり情報関係
1. １株当たり純資産額 1,771円62銭
2. １株当たり当期純利益 22円60銭

Ⅸ 重要な後発事象関係
（自己株式の取得）
当社は、2024年３月26日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定によ
り読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項につい
て決議いたしました。

1. 自己株式の取得を行う理由
2024年３月26日発表の新中期経営計画に基づき、資本政策の一環である自己株式の取
得を開始し、株主価値の向上を目指すため。

2. 取得に係る事項の内容
（1）取得する株式の種類 普通株式
（2）取得する株式の総数 2,200,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合5.01％）
（3）株式の取得価額の総額 20億円（上限）
（4）取得期間 2024年４月３日から2025年４月２日まで
（5）取得方法 東京証券取引所における市場買付け
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連結貸借対照表（2024年２月20日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
資産の部 負債の部

流動資産

現金及び預金

受取手形及び売掛金

商品及び製品

その他

貸倒引当金

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土地

リース資産

建設仮勘定

無形固定資産

借地権

ソフトウェア

その他

投資その他の資産

投資有価証券

差入保証金

繰延税金資産

退職給付に係る資産

その他

貸倒引当金

34,500

16,550

6,238

10,085

1,634

△8

97,996

80,483

46,180

1,482

3,584

28,314

555

366

4,094

2,586

1,079

427

13,418

2,631

5,857

1,765

2,454

722

△12

流動負債 36,323
買掛金 12,875
短期借入金 4,850
１年内返済予定の長期借入金 4,360
リース債務 390
未払法人税等 481
未払消費税等 679
返金負債 1,306
契約負債 2,114
その他 9,265

固定負債 17,493
長期借入金 11,614
リース債務 167
繰延税金負債 3
退職給付に係る負債 72
預り保証金 2,370
資産除去債務 3,211
その他 53

負債合計 53,816
純資産の部

株主資本 77,885
資本金 14,117
資本剰余金 15,003
利益剰余金 50,372
自己株式 △1,608
その他の包括利益累計額 467

その他有価証券評価差額金 426
退職給付に係る調整累計額 40

新株予約権 38
非支配株主持分 289
純資産合計 78,679

資産合計 132,496 負債純資産合計 132,496
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連結損益計算書（2023年２月21日から2024年２月20日まで） （単位：百万円）

科 目 金 額
［営業収益］ [247,378]
売上高 235,038
売上原価 169,258
売上総利益 65,780

営業収入
不動産賃貸収入 3,948
その他の営業収入 8,391 12,340
営業総利益 78,120

販売費及び一般管理費 75,231
営業利益 2,888

営業外収益
受取利息及び配当金 69
持分法による投資利益 16
リサイクル材売却収入 61
補助金収入 49
その他 132 329
営業外費用
支払利息 85
その他 34 120
経常利益 3,098

特別利益
固定資産売却益 2
資産除去債務履行差額 5
受取補償金 20
その他 5 33
特別損失
固定資産売却損 10
固定資産除却損 176
減損損失 898
賃貸借契約解約損 144
その他 95 1,326
税金等調整前当期純利益 1,805

法人税、住民税及び事業税 547
法人税等調整額 233 781
当期純利益 1,024
非支配株主に帰属する当期純利益 23
親会社株主に帰属する当期純利益 1,000

（注） [ ]の営業収益は、売上高と営業収入の合計額であります。
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連結株主資本等変動計算書（2023年２月21日から2024年２月20日まで） （単位：百万円）

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 14,117 15,009 50,513 △1,629 78,010
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △1,140 △1,140
親会社株主に帰属
する当期純利益 1,000 1,000

自己株式の取得 △0 △0
自己株式の処分 △5 21 16
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 ー △5 △140 21 △124
当期末残高 14,117 15,003 50,372 △1,608 77,885

その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 280 △667 △387 38 267 77,928
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △1,140
親会社株主に帰属
する当期純利益 1,000

自己株式の取得 △0
自己株式の処分 16
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 146 707 854 ー 21 875

連結会計年度中の変動額合計 146 707 854 ー 21 751
当期末残高 426 40 467 38 289 78,679
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連結注記表
Ⅰ 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等
1. 連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数 ３社

連結子会社の名称 ㈱オークフーズ、㈱リテールバックオフィ
スサポート、㈱サンライズ

（2）非連結子会社の数 ２社
主要な非連結子会社の名称 ㈲マミー
（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益
（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書
類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

2. 持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した非連結子会社の数 １社

持分法を適用した非連結子会社の名称 ㈲マミー
（2）持分法を適用した関連会社の数 １社

持分法を適用した関連会社の名称 ㈱オー・エンターテイメント
（3）持分法を適用しない非連結子会社の数 １社

持分法を適用しない非連結子会社の名称 和歌山大同青果㈱
（持分法を適用しない理由）

持分法非適用会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合
う額）等に及ぼす影響は軽微であり、かつ全体としても連結計算書類に重要な影響
を及ぼしていないため、持分法の適用から除外しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

4. 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等
以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定）
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市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
② 棚卸資産

売価還元法による原価法によっております。但し、物流センター在庫等は、最終仕
入原価法に基づく原価法によっております。なお、貸借対照表価額については、収
益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属
設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につい
ては、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物 及 び 構 築 物 ３～47年
機械装置及び運搬具 ４～17年
工具、器具及び備品 ２～10年

② 無形固定資産（リース資産を除く）及び長期前払費用
定額法を採用しております。但し、自社利用のソフトウェアについては、社内にお
ける利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（3）重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
売掛金、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸
倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しております。

（4）収益及び費用の計上基準
① 商品の販売に係る収益認識

当社グループの顧客との契約から生じる収益は、主にスーパーマーケット事業にお
ける商品等の販売によるものであり、これら商品等の販売は、顧客に商品等を引き
渡した時点で収益を認識しております。
なお、商品等の販売のうち、当社グループが代理人に該当すると判断したものにつ
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いては、顧客から受取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で
収益を認識しております。
また、当社グループはカスタマー・ロイヤリティ・プログラムを提供しており、会
員に対して販売時にポイントを付与し、付与したポイントは１ポイント１円で換金
できるサービスの提供を行っております。付与したポイントから将来の失効見込み
のポイントを差し引いた金額を売上高より控除した金額で収益を認識しております。

② 自社商品券に係る収益認識
当社は、発行した商品券を履行義務として識別し、商品券が使用された時点で収益
を認識しております。商品券の未使用分については、顧客が権利を行使する可能性
が極めて低くなった時に収益を認識しております。

（5）退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰
属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結
会計年度から費用処理することとしております。

（6）重要なヘッジ会計の処理方法
① ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので特例処理を採用
しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段･･････金利スワップ取引
ヘッジ対象･･････借入金の利息

③ ヘッジ方針
デリバティブ取引は借入金に係る金利の変動リスク回避を目的としており、投機的
な取引は行わない方針であります。

④ ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップ取引については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、
有効性の評価を省略しております。
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5. 表示方法の変更
（連結損益計算書関係）
前連結会計年度において「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりました「補
助金収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しておりま
す。
なお、前連結会計年度の「営業外収益」の「その他」に含まれていた「補助金収入」の
金額は11百万円であります。

6. 会計上の見積りに関する注記
（固定資産の減損）

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
連結貸借対照表計上額

（百万円）
減損損失計上額
（百万円）

有形固定資産及び無形固定資産等 84,896 898

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位（資産グル
ープ）とすることを基本とし、営業や物流の相互補完関係も考慮して資産グループを決
定しております。また、遊休資産、賃貸資産は物件単位で資産グループとしておりま
す。
当社グループは、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなる場合や使用方法に
ついて回収可能額を著しく低下させる変化（閉店や売却の意思決定等）があった場合に
当該資産グループに減損の兆候があると判断いたします。
減損の兆候がある場合、資産グループの継続的使用と使用後の処分により見込まれる将
来キャッシュ・フロー合計を見積り、当該資産グループの固定資産帳簿価額と比較し、
減損損失の認識の要否を決定いたします。減損損失の認識が必要となった場合、固定資
産帳簿価額を回収可能価額（正味売却価額又は使用価値のいずれか高い価額）まで減額
し、当該減少額を減損損失として計上しております。
当該資産グループの継続的使用によって生じる将来キャッシュ・フローの見積りは、過
年度の実績及び現在の進捗等を踏まえた将来の売上推移の予測を主要な仮定としており
ます。
主要な仮定は出店地域ごとの経営環境の変化によって影響を受けるため、不確実性を伴
うものであります。
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そのため、主要な仮定に見直しが必要となった場合には、翌連結会計年度の連結計算書
類において、新たに減損損失が発生する可能性があります。

（繰延税金資産の回収可能性）
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 1,765百万円
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは、将来の利益計画に基づく課税所得の見積りにより、回収可能性がある
と判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産
の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、経営環境に著しい変化が生じ
るなどにより将来の課税所得の見積額が変動した場合には繰延税金資産が減額され、翌
連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があります。

Ⅱ 連結貸借対照表関係
1. 有形固定資産の減価償却累計額 116,782百万円
2. 担保に供している資産及び担保に係る債務
（1）担保に供している資産

現金及び預金（定期預金） 3百万円
建 物 及 び 構 築 物 71百万円

（2）担保に係る債務
預 り 保 証 金 20百万円

3. 保証債務
仕入債務等に関する保証 5百万円
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Ⅲ 連結損益計算書関係
減損損失
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
用 途 種 類 場 所 金 額

（百万円）

店 舗

建物及び構築物、土地等 和歌山県 350
建物及び構築物、借地権等 奈良県 322
建物及び構築物等 岐阜県 96
建物及び構築物等 大阪府 51
建物及び構築物等 愛知県 31
建物及び構築物等 静岡県 4
建物及び構築物等 三重県 2
建物及び構築物等 兵庫県 1

遊 休 資 産 土地等 和歌山県 38
当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として主に店舗を基本単位と
し、遊休資産、賃貸資産については、物件単位毎にグルーピングしております。
店舗については、営業活動から生じる損益が継続してマイナスである資産グループ及び閉
鎖決定を行った資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、売却予定資産につい
ては、帳簿価額を売却見込価額まで減額し、当該減少額（898百万円）を減損損失として
特別損失に計上いたしました。
減損損失の内訳は、次のとおりであります。

建物及び構築物 703百万円
土地 86百万円
借地権 53百万円
工具、器具及び備品 51百万円
その他 3百万円
計 898百万円

なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額又は使用価値のいずれか高い価
額により測定しております。正味売却価額は、主として不動産鑑定評価額又は路線価及び
固定資産税評価額を合理的に調整した価額により算定しております。また、使用価値は将
来キャッシュ・フローを主に4.0％で割り引いて算定しております。
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Ⅳ 連結株主資本等変動計算書関係
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末

普通株式（株） 45,237,297 ― ― 45,237,297
2. 新株予約権の目的となる株式の数

当連結会計年度末の新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式 36,800株

（注）当連結会計年度末日において、権利行使期間の初日は到来しておりますが、他の権利行
使条件を満たしておりません。

3. 配当に関する事項
（1）配当金支払額
決 議 株式の種類 配当金の総額

（百万円）
１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2023年５月16日
定時株主総会 普通株式 570 13.00 2023年２月20日 2023年５月17日

2023年10月3日
取締役会 普通株式 570 13.00 2023年８月20日 2023年10月18日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度と
なるもの
2024年5月15日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当を次のとおり付議
いたします。

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2024年５月15日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 570 13.00 2024年２月20日 2024年５月16日
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Ⅴ 金融商品関係
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、店舗の新規出店及び改装等に必要な資金を設備投資計画に照らして、
自己資金、金融機関からの借入及びリースにより調達しております。
一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入に
より調達しております。
デリバティブ取引は、借入金に係る金利の変動リスクを回避するために利用しており、
投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、主にクレジット会社に対するものであり、一般
顧客に対するものとともに信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク
に晒されております。
差入保証金は、主に土地、建物の賃借に伴い預託したものであり、差入先の信用リスク
に晒されております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが２か月以内の支払期日であります。
短期借入金は、主に運転資金に係るものであり、一部は金利の変動リスクに晒されてお
ります。
長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係るも
のであり、一部の長期借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
預り保証金は、土地、建物の賃貸に伴い預託されたものであります。
デリバティブ取引は、長期借入金に係る金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的と
した金利スワップ取引であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

受取手形及び売掛金、差入保証金については、取引先ごとの期日管理及び残高管理に
より回収懸念債権の発生の早期把握を行い、所轄部署において速やかな対応を行うこ
とでリスク低減を図っております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、市況や取引
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先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
また、デリバティブ取引を利用して、金利の変動リスクをヘッジしております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更
新するとともに、手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理してお
ります。

2. 金融商品の時価等に関する事項
2024年２月20日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次
のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は「その他有価証券」には含めており
ません（（注）参照）。また、「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「買掛金」、「短期
借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に
近似することから、注記を省略しております。

連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

（1）投資有価証券
その他有価証券 2,236 2,236 ―

（2）差入保証金 5,857 5,170 △687
資産計 8,094 7,407 △687
（3）長期借入金（※） 15,974 15,936 △37
（4）リース債務（※） 558 555 △2
（5）預り保証金 2,370 1,995 △374
負債計 18,902 18,487 △415
デリバティブ取引 ― ― ―
※ 流動負債を含んでおります。

（注）市場価格のない株式等の連結貸借対照表の金額
区 分 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 69

関係会社株式 324
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3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下
の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形

成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格に
より算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット
以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン
プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに
時価を分類しております。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区 分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券
株式 2,236 ― ― 2,236

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区 分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

差入保証金 ― 5,170 ― 5,170

長期借入金 ― 15,936 ― 15,936

リース債務 ― 555 ― 555

預り保証金 ― 1,995 ― 1,995
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（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資有価証券の時価は、取引所の価格によっております。上場株式は活発な市場で
取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

差入保証金
差入保証金の時価は、将来キャッシュ・フローを残存期間に対応するリスクフリ
ー・レートで割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類して
おります。

長期借入金、リース債務
これらの時価は、元利金の合計額を新規に同様の借入及びリース取引等を行った場
合に想定される利率で割り引いて算定しております。なお、変動金利による借入の
時価については、短期間に市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似し
ていると考えられるため、当該帳簿価額によっており、いずれもレベル２の時価に
分類しております。

預り保証金
預り保証金の時価は、将来キャッシュ・フローを残存期間に対応するリスクフリ
ー・レートで割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類して
おります。

デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものはヘッジ対象とされる長期借入金と一体として
処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しておりま
す。
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Ⅵ 収益認識関係
1． 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

金額
(百万円）

スーパーマーケット事業
商品の販売（売上高） 233,787

その他（営業収入） 8,391

その他
外食事業（売上高） 1,251

顧客との契約から生じる収益 243,429

スーパーマーケット事業
その他の収益 3,948

外部顧客への営業収益 247,378
(注) １．その他（営業収入）の主なものは、物流センター等利用手数料収入であります。

２．その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸収入等でありま
す。

2. 収益を理解するための基礎となる情報
Ⅰ 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等 4. 会計方針に関する事項
（4）収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。

3. 当連結会計年度末及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
残存履行義務に配分した取引価額
当社グループに予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上
の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。

Ⅶ １株当たり情報関係
1. １株当たり純資産額 1,785円12銭
2. １株当たり当期純利益 22円79銭
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Ⅷ 重要な後発事象関係
（自己株式の取得）
当社は、2024年３月26日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定によ
り読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項につい
て決議いたしました。

1. 自己株式の取得を行う理由
2024年３月26日発表の新中期経営計画に基づき、資本政策の一環である自己株式の取
得を開始し、株主価値の向上を目指すため。

2. 取得に係る事項の内容
（1）取得する株式の種類 普通株式
（2）取得する株式の総数 2,200,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合5.01％）
（3）株式の取得価額の総額 20億円（上限）
（4）取得期間 2024年４月３日から2025年４月２日まで
（5）取得方法 東京証券取引所における市場買付け
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2024 年 ４ 月 8 日

株式会社 オークワ
取締役会 御中

東陽監査法人
大阪事務所
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 辻 村 茂 樹
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 川 越 宗 一

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第１号の規定に基づき、株式会社オークワの2023年２月21日から

2024年２月20日までの第55期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2024 年 ４ 月 8 日

株式会社 オークワ
取締役会 御中

東陽監査法人
大阪事務所
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 辻 村 茂 樹
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 川 越 宗 一

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社オークワの2023年２月21日から2024

年２月20日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社オークワ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2023年2月21日から2024年2月20日までの第55期事業年度における取締役の職務の

執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内

容並びに当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について取締役及び使用人等からその構
築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下
記の方法で監査を実施いたしました。
①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方法、職務の分担等に従い、会社の
内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項
の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において
業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意
思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131
条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って
整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書ならびに連結計算書類(連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討いたしました。
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2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます
②取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム
に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年 4 月９日

株式会社オークワ 監査等委員会

取締役 常勤監査等委員 池 﨑 好 彦 ㊞
社外取締役 監査等委員 髙 野 晋 造 ㊞
社外取締役 監査等委員 岡 本 一 郎 ㊞
社外取締役 監査等委員 栗 生 建 次 ㊞
社外取締役 監査等委員 八 島 妙 子 ㊞

以 上
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50千株以上
3.04％
100千株以上
73.18％

所有者別

所有株式数別 地方別

株主分布状況 2024年2月20日現在

当社は、毎年2月20日現在の株主名簿に記載のある100株以
上の株式を所有されている株主様を対象に株主優待制度を実
施しております。

ご所有株式数 贈呈額
（オークワ商品券） 発送時期

100株 ～ 999株 500円分

毎年５月1,000株～1,999株 3,000円分

2,000株以上 5,000円分

株主優待のご案内

※�商品券は、オークワ・オークワグループ各店で共通してご利用いただけます。
※�当社出店エリア（和歌山県・奈良県・大阪府・三重県・愛知県・岐阜県）以外
にご在住の株主様には、ギフト券をお届けさせていただきます。
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当社出入口

お車でご来場の場合
は、この駐車場をご
利用ください。

会場

会場 

株式会社オークワ教育研修センター　４階大ホール

和歌山市中島184番地の３
073－425－2481

交通機関

バスで約10分（北中島バス停下車）

から徒歩で約15分
ＪＲ紀勢本線

「宮前駅」

「和歌山駅」中央口

会場住所をカーナビゲーションに入力されると別の所在地を指し示す場合がございます。
その場合、「オークワ本社」でご検索いただきますようお願い申しあげます。

から

見やすく読みまちがえ
にくいユニバーサルデ
ザインフォントを採用
しています。https://www.okuwa.net/

株式会社

株主総会会場ご案内図

●�株主総会の運営について重要な変更が生じる場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。
●車いすでのご来場の方には、会場内に専用スペースを設けております(受付からご案内申しあげます)。


